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この度、道が令和３年10月より登録を開始している「HOKKAIDO WOOD BUILDING」に 

ついて、「ローソン北見三住町店」がコンビニエンスストアとして管内で初めて登録さ

れることになり、「ローソン北見三住町店 オープンセレモニー」にて総合振興局長から

木製登録証の交付を行いますので、お知らせします。 

【ローソン北見三住町店 オープンセレモニー概要】 

１ 日  時：令和５年７月28日(金) 8:30～9:00 

２ 場  所：北見市三住町 25番地1 ローソン北見三住町店 

３ 出席者： 主催者代表 ：(株)ローソン 上級執行役員 北海道ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

廣金 保彦 

      ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞｵｰﾅｰ：(株)オールライズ 代表取締役 十河 克浩 

      地   主 ：大野 晃 

施工者代表 ：(株)松田建業 代表取締役 角谷 健二 

      設計者代表 ：カタヒラカナ アトリエ 代表 小原 佳奈 

      来   賓 ：北見市 副市長 浅野目 浩美 

             オホーツク総合振興局 局長 中島 和彦 

４ 概 要：(株)ローソン様が道産カラマツ材を活用して建設した「ローソン北見三住

町店」に対し木製の登録証を交付するもの。 

【参考】HOKKAIDO WOOD BUILDINGについて 

道産木材の利用拡大と認知度向上を図るために、道が道産木材を使用し道内に完成

した建築物を登録し、登録施設と連携して道産木材の魅力や建築物の木造・木質化推

進をSNS等で PRしていく取組であり、令和３年 10月から登録を開始。 

〔登録数 41棟（うち管内 ４棟）R5.6.1現在〕 

※取材に当たってのお願い 

・オホーツク総合振興局管内でコンビニエンスストアとして初めての登録となりますの

で、積極的な取材をよろしくお願いいたします。 

・道産木材の利用について、企業をはじめ道民に対して、広く普及啓発する観点から、

積極的な報道をお願いいたします。 
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オホーツク総合振興局産業振興部林務課 

担当窓口 課長 伊藤 英寛 

電話(直通)：0152-41-0645 

林務課FAX：0152-45-0553 
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HOKKAIDO WOOD BUILDING登録制度 実施概要

１ 趣 旨

北海道において道産木材を使用した建築物を登録し、施設内に木製の登録証を掲示するこ
となどを通じ、道民に道産木材製品の魅力を広く発信し、認知度の向上を図るとともに、建築
物の木造化、木質化を推進することで道産木材の利用拡大に資することを目的とする。

２ 対 象

以下のHOKKAIDO WOOD BUILDING（以下、HWBという）の基準を満たす建築物。
（１） 北海道内で完成した建築物
（２） 原則として構造材や内装材、外装材に道産木材を使用した建築物
（３） 住宅は除く（ただし、兼用住宅の事務所・店舗等は含む）
（４） 平成31年（2019年）4月以降に竣工した建築物
（５） 上記の要件に寄りがたい建築物は別途協議する

HOKKAIDO WOOD（以下、HW）のメンバーに登録している者でHWブランドを積極的にPRする
意欲のある者。かつ、当該建築物の建築主・設計者・施工者のいずれか。

３ 登録届出者

４ 登録手続き

（１） 登録届出者が登録届及び添付書類を届出先へ提出。
（２） 届出内容の確認後、HWB登録簿に登録し、登録届出者に木製の登録証を交付する。
（３） 登録は随時可能。

５ 登録の詳細

登録届出及び添付書類、実施要領などの詳細は、次のＵＲＬよりホームページを確認してく
ださい。
・北海道水産林務部林務局林業木材課ホームページ（HOKKAIDO WOOD BUILDING）

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/rrm/02_riyousuisin/hwb.html
※北海道のホームページ（道公式サイト）からは、トップページ上の「組織から探す」→本庁各
部・局・行政委員会→水産林務部→林務局林業木材課→道産木材利用

６ 届出先・問い合わせ先

〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目
北海道水産林務部林務局林業木材課利用推進係
ＴＥＬ 011-204-5492
E-MAIL suirin.rinmoku11f@pref.hokkaido.lg.jp

HOKKAIDO WOOD
公式サイト

HOKKAIDO WOODについて

「HOKKAIDO WOOD」は道産木材製品のブランド名称です。

道産木材製品を売りたい、たくさんの人に魅力を伝えたい。
そんな時に登録のみで、ロゴマークとキャッチコピーをお使い
いただけます。

HOKKAIDO WOOD公式サイト（https://hokkaidowood.com）
から届出ができます。

ホッカイドウ ウッド ビルディング

HOKKAIDO WOOD BUILDING
公式サイト
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